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樹木等維持管理業務委託共通仕様書 

１ 植物管理の目的  

(1) 植物管理の特質

植物管理は、剪定・病虫害防除・施肥・灌水等を通じ、植物の健全かつ均整のとれた生

育を促し、植栽目標に近づける「育成管理」を基本とする。この点において、当初の機

能・性能・価値を維持する「施設の維持管理」とは性格が異なることに留意すること。 

(2) 植栽目標

  植栽の目標形は樹種・植栽場所など条件により様々であり、目標形を監督職員と協議し、

確認した上で適切な管理を行わなければならない。 

２ 適用範囲 

(1) 樹木等維持管理業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、市川市が発

注する公園、緑地、施設および街路樹その他樹木等維持管理業務に係わる委託契約書

（以下「契約書」という。）の内容について、必要な事項を定め、もって契約の適正

な履行の確保を図るためのものである。

(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書および設計図書のいずれかによって

定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。

(3) 特記仕様書、数量表および共通仕様書の間に相違がある場合、受託者は、監督職員に

確認して指示を受けなければならない。

(4) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、監督職員の指示がない限り業務を継続

しなければならない。但し、契約書に定める作業の変更、中止を行う場合は、この限

りではない。

３ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

(1) 「委託者」とは、市川市をいう。

(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社そ

の他の法人をいう。

(3) 「検査職員」とは、業務の完了の検査にあたって、委託者が検査を行う者として定め

た者をいう。

(4) 「契約図書」とは、契約書および設計図書をいう。

(5) 「仕様書」とは、共通仕様書および特記仕様書（これらにおいて明記されている適用

すべき諸基準を含む。）を総称していう。

(6) 「共通仕様書」とは、当該業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 

(7) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細または特別

な事項を定める図書をいう。

(8) 「協力者」とは、受託者が業務の遂行にあたって、再委託する者をいう。

(9) 「監督職員」とは、契約の履行についての受託者に対する指示、承諾または協議を行

う権限を有する者をいう。
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４ 業務担当に関する事項           

4-1業務責任者の適正な配置 

(1) 受託者は、その受託した業務の適正な作業を確保するため、当該作業現場に業務責任

者を配置し、受託業務の管理および統括を行わなければならない。 

(2) 業務責任者は、当該受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に

当該作業現場においてその職務に従事するものとする。 

(3) 業務責任者は、市民からの問い合わせや要望があった時は真摯に対応すること。また、

受託業務外の内容についてはその内容を監督職員に連絡すること。 

 

4-2 再委託 

(1) 受託者は、その受託した業務を一括して他人に行わせてはならない。 

(2) 受託者は、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合に限り、当該業務の一部を

再委託することができる。この場合において、受託者は、不必要な再委託を行っては

ならない。 

(3) 受託者は再委託に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たされなければ

ならない。 

ア) 受託者が再委託業務について「業務計画の作成」、「工程管理」、「出来形・品質管

理」、「完了検査」、「安全管理」、「協力者への指導監督」等について主体的な役割

を現場で果たすこと。 

イ) 協力者が市川市の入札参加業者適格者名簿に登録された者である場合には、指名

停止期間中でないこと。 

ウ) 協力者は、再委託する業務の履行能力を有すること。 

 

５ 提出書類及び納品図書など        

5-1 業務計画書 

(1)  受託者は、契約締結後１４日以内かつ、業務開始までに計画工程表、作業方法、安全

管理その他次の各号に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を監督職員に提出し、監督

職員の承諾を得ること。尚、監督職員に不備を指摘された場合はただちに修正を行い、

監督職員の承諾を得てから、業務に取り掛かること。 

ア) 業務概要 

イ) 計画工程表 

ウ) 現場組織表（業務責任者、作業員名簿、業務に必要な資格の控え、施工体制台帳等） 

エ) 使用機材、車両(車検証の控え等)  

オ) 主要材料（ＭＳＤＳ等） 

カ)  作業方法 

キ) 施工管理計画（出来形管理、品質管理、写真管理等） 

ク) 安全管理（安全訓練等の実施） 

ケ) 緊急時の連絡体制(休日の連絡先、救急病院への案内図等)  

コ) 交通管理(作業帯図、交通規制帯図等)   

サ) 環境対策 

シ) 現場作業環境の整備 
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ス) その他当該業務に必要と認める事項 

(2) 受託者は業務計画書を遵守し、受託業務にあたらなければならない。 

 

5-2 作業写真 

(1) 受託者は、千葉県写真管理基準に則って写真管理を行うこと。尚、夜間撮影において

は高感度（ＩＳＯ４００以上）カメラにて撮影し、作業内容が分かるようにすること。 

(2)  受託者は、前項の作業写真について日々整理を行い監督職員から請求があった場合に、

ただちに提示しなければならない。 

 

5-3 納品図書 

(1)  受託者は、業務が完了したときは、納品図書として次に掲げる書類および完了届を委

託期間満了日までに提出し、検査を受けなければならない。 

ア) 出来高数量表（平面図、求積図等出来高の分かるものを添付すること） 

イ) 実施工程表（計画工程表と比較できるもの） 

ウ) 打ち合わせ記録簿（Ｅメール・口頭協議・指示も記録簿に残すこと） 

エ) 作業報告書(作業内容、日時、天候、作業人数、使用機械、氏名等の分かるもの) 

オ) 各種伝票の写し(主要材料、発生材等)および集計表 

カ) 作業写真（作業前、作業後、作業中がはっきりとわかるもの。尚、写真に日付を

写しこむこと） 

キ) 安全教育等記録の写し 

ク) 農薬使用記録簿の写し  

   ケ) その他当該業務に必要と認めた書類 

 

６ 業務上の注意事項           

6-1 業務の協議・連絡 

(1)  監督職員との協議・記録 

ア）受託者は業務着手にあたり監督職員と良く話し合い、剪定の目的・目標・留意事項

などを良く理解したうえで、作業計画を作成し、各々の作業を適切に行うこと。  

イ）協議した内容は、必ず打合せ記録簿に残すこと。 特に、業務上の重要点や施行原

則を変更する場合などは丁寧に記載すること。 

 (2) 受託者は作業実施にあたり、週間予定表および実施報告書を週初めまでに監督職員に

提出すること。   

 (3) 受託者は週間予定表に則って作業を行い、予定の変更がある場合は事前に監督職員に

連絡すること。 

(4) 作業中、以下のような問題・異常を発見した場合には監督職員に報告し、対応策を協

議すること。 

・人、車等の通行箇所において、安全性に問題が生じる可能性がある場合（倒木、枝

折れ等） 

・樹木、草本の異常（病虫害など）を発見した場合 

・そのほか、樹木以外の異常（防犯・防災に関する異常など）を発見した場合。 
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6-2 土地への立入り 

受託者は、当該業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監

督職員および関係者と十分な協議を行い、業務を円滑に履行するよう努めなければなら

ない。尚、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただち

に監督職員へ報告し、指示を受けなければならない。 

 

6-3 業務上の配慮事項 

(1) 受託者は、業務従事者の服装や行動について、施行場所の利用者および近隣住民に不

快感を与えないように配慮するとともに、業務の実施にあたり、事前に近隣住民や利

用者等に案内等の周知を図るものとする。 

(2) 受託者は、業務の実施に際しては、適切な環境対策を実施し、円滑な業務遂行に努め

なければならない。 

 

6-4 緊急時の連絡体制 

受託者は、災害等が発生した場合および発生が予測される場合は、臨機の対応がとれ

るよう緊急時の連絡体制に基づいて、被害を最小限に食い止めるものとする。 

 

6-5 廃棄物の処理 

(1) 業務で生じるによる発生材(剪定・刈込の枝葉、刈り取った草など)については一般廃

棄物とし、適切に処理した旨を示した伝票を提出しなければならない。 

但し、特記事項のあるもの（草刈・芝刈における「刈りっぱなし、集草まで、運搬まで」など）は

この限りではない。 

(2) 業務で生じる発生材以外の塵芥については 1箇所に収集・分別し、その処理について

は監督職員と協議すること。 

 

７ 業務上の義務・責務             

7-1 安全等の確保         

(1)  受託者は業務の実施にあたり、作業着手前までに関連作業員を集めて適切な時間をか

けて新規入場者教育および、当該業務に必要な安全衛生教育を行うこと。また、業務

途中で新たに加わる作業員についても同様に新規入場者教育および安全衛生教育を

行うこと。 

(2) 受託者は作業開始前に作業員全員を集めて、当日の作業内容による安全教育（ＫＹＫ）

等注意点を確認してから作業を行うこと。 

(3) 受託者は、業務の実施に際して適切な作業帯・交通規制帯の設置および交通誘導員を

配置し、作業員の安全確保と共に付近住民、通行人および通行車両等第三者の安全確

保に努めること。 

(4)  受託者は、業務の実施に際しては、労働安全衛生法その他関係法令に基づく措置を講

じておくこと。 

(5)  受託者は、業務実施中の安全管理について、適時巡視を行って指導および監督に努め

ること。 

(6) 上記の安全教育等に関してはすべて記録に残し（日時、内容、参加者、状況写真等）、
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写しを納品図書と合わせて提出すること。 

 

7-2 守秘義務 

受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の

目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

 

7-3 法令順守等 

(1) 本仕様書に定めのない業務上必要な軽易な事項については、関係法令等を遵守し、受

託者の責任において処理するものとする。 

(2) 受託者は、その使用人とは適正な雇用契約を結び、労働関係法令を遵守しなければな

らない。 

(3) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 

(4) 道路上の作業になる場合は、作業に先立ち「道路使用許可証」を取得し許可条件を遵

守すること。 

 

８ 損害賠償等             

(1) 受託者は、当該業務の実施に伴って受託者の責に帰すべき理由により第三者に損害を

及ぼしたときは損害を賠償しなければならない。 

(2) 業務実施中に事故が起こったときは、ただちに関係機関に通報するとともに、受託者

は自らの責任において処理するものとする。 

(3) 前項の場合において、受託者は、事故の経緯について、事故発生後ただちに監督職員

に口頭連絡し、その後速やかに書面をもって経過報告すること。 

 

９ その他              

(1) 委託者は受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改

善を受託者に求めることができる。 

(2) 受託者は委託者より改善を求められた場合は原因追求を行って業務の改善を図り、原因・

改善方法について委託者に改善報告書を提出し、承諾を得てから業務の再開をしなければ

ならない。 

(3) 受託者は、委託者からの指示に対しては、迅速な処理を行うとともに、早急に結果を

報告するものとする。 

(4) その他、本仕様書に定めのない事項については、千葉県土木工事共通仕様書「植栽･

緑地管理編」を参考に監督職員と協議し、決定するものとする。 
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大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託特記仕様書 

   

この仕様書は、委託者が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行す

るために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 件 名  大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託 

 

２ 業 務 目 的   本業務は、大町公園内のナラ、カシ類に薬剤注入を行ってナラ枯れ

被害を未然に防止することを目的とする。 

 

３ 委 託 場 所  市川市大町２８４番地１ 

         

４ 委 託 期 間  令和７年８月６日から令和７年１２月５日まで 

 

５ 業 務 内 容  

ア）業務内容 

名   称 規  格 単位 予定数量 備 考 

事前調査 平地 本 25  

事前調査 法面 本 213  

注入作業 平地 孔 200  

注入作業 法面 孔 2,362  

※本業務委託は単価契約のため、設計書の数量については目安とし、監督職員との協

議によって行った実績作業数量を清算数量とする。 

※傾斜が 30 度を超える場合は「法面」扱いとする。 

  

イ）実施条件 

 ○実施環境  

・大町公園の自然林内の幹周 55 ㎝以上のナラ、カシ類を対象とする。 

 ○実施上の留意事項 

・法面の調査及び注入作業においては、足元に十分注意して転倒・滑落しないよ

うにすること。 

・園路園路沿いの作業をする場合、カラーコーンなどで作業エリアを確保すると

同時に、利用者の通行帯を必ず確保すること。 

・公園内を作業車両が通行する場合、ハザードランプ又は黄色回転灯を点灯させ

て、公園利用者との接触事故が起きないように十分注意すること。 

・作業は土日祝日を除く平日の 8 時から 17 時までとし、日没後の作業は行わない

ようにすること。 

・作業車両を公園内に駐車する場合、周囲をカラーコーン等で囲うこと。 

・動植物園及び隣接している民間のフェンスなどの施設を傷めないよう十分注意
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すること。 

 

６ 業務担当に関する事項 

 ア）業務責任者の資格 

  ・業務責任者は「1 級または 2 級造園施工管理技士」とする。 

 

７ 実 施 方 法  

 ○事前調査 

ア）原則として 10 月末までの着葉時期にカシノナガキクイムシによる被害が無く、半

枯れ及び枯れていない健全木であることを確認すること。 

イ）対象木が分かる目印として荷造り用バンド（ＰＰ製、幅 15.5mm、厚さ 0.5mm、白

色）を地際から約 1.2ｍ前後の高さに 1 巻きすること。 

ウ）対象木に表示板（100×100 ㎜程度）を取り付けること。なお表示板の材質につい

て 3 年程度は劣化せず、「管理番号」「樹種名」「幹周」「注入年月日」などが記載で

きるようにし、樹幹注入後に「注入年月日」を記載すること。 

エ）事前調査終了後、事前調査数量表（別紙５）を作成し、監督職員に報告し確認を

得ること。 

 

○注入作業 

ア）注入作業は「千葉県農薬管理指導士」の適切な指導管理の下行うこと。 

イ）事前調査終了表を提出し監督職員の確認を得た後、速やかに樹幹注入作業に取り

掛かること。なお、注入開始前にカシノナガキクイムシによる被害が見られた場合、

注入の可否について監督職員に必ず確認すること。 

ウ）幹周に応じた穿孔数を地上高 20 ㎝以下のできる限り地際に近い高さで、斜め下方

45 度の角度で間隔が均等になるよう穿孔すること。 

エ）穿孔する径、深さについては必要最小限度の寸法とすること。 

オ）穿孔後速やかに薬剤を注入すること。なお、使用する薬剤については 2 年以上の

残効効果のあるもの（ウッドキング ＤＡＳＨ同等品以上）とすること。 

カ）薬剤注入後速やかに癒合材を用いて、穿孔跡を塞ぐこと。 

キ）樹幹注入完了後、薬剤注入リスト（別紙６）を作成すること。 

ク）受託者は、農薬を使用した年月日、場所及び対象植物等、使用した農薬の種類又

は名称ならびに使用した農薬の単位面積あたりの使用量及び希釈倍率を記載した農

薬使用記録簿を作成し、一定期間(3 年間)保管すること 

ケ）注入材の取り扱いには注意し、必ずメーカーが定める安全使用上の注意事項を厳

守すること。 

 

  参考穿孔数資料 

幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 

～20 未満 ～62 4 

 

54～55 未満 170～172 21 

20～25 未満 63～78 5 55～56 未満 173～175 22 
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幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 幹直径(㎝) 幹周(㎝) 穿孔数 

25～30 未満 79～94 6 56～57 未満 176～178 23 

30～32.5 未満 95～102 7 57～58 未満 179～182 24 

32.5～35 未満 103～109 8 58～59 未満 183～185 25 

35～37.5 未満 110～117 9 59～60 未満 186～188 26 

37.5～40 未満 118～125 10 60～64 未満 189～200 27 

40～41.7 未満 126～130 11 64～68 未満 201～213 28 

41.7～43.4 未満 131～136 12 68～72 未満 214～226 29 

43.4～45 未満 137～141 13 72～76 未満 227～238 30 

45～46.7 未満 142～146 14 76～80 未満 239～251 31 

46.7～48.4 未満 147～151 15 80～84 未満 252～263 32 

48.4～50 未満 152～156 16 84～88 未満 264～276 33 

50～51 未満 157～160 17 88～92 未満 277～288 34 

51～52 未満 161～163 18 92～96 未満 289～301 35 

52～53 未満 164～166  19 96～100 未満 302～313 36 

53～54 未満 167～169 20 幹直径が 4 ㎝増す毎に 1 孔追加 

※幹周の計測は地上高（傾斜地の場合は上下の中心地）1.2ｍの位置で計測し、小数点

以下は切り捨てること（株立の場合は主たる幹周の総和×0.7）。なお、計測にあたって

は巻き尺及びコンベックス等（ＪＩＳ1 級取得）を必ず使用すること。 

 

       表示板（100×100 ㎜程度） 
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・薬剤注入想定集計表     ・・・別紙２ 

・法面の考え方        ・・・別紙３ 

・写真撮影（案）       ・・・別紙４ 
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（管理番号） 

（樹種名） 

（幹周（㎝）） 

（注入年月日）※注入無しは× 



 

施工箇所図 別紙 1 

凡例 年度 面積 備考 

 R6 57,068㎡ 対策済 

 R7 38,516㎡  

 



別紙２

備考

平地 法面 平地 法面

～20未満 ～62 4 3 19 12 76

20～25未満 63～78 5 3 17 15 85

25～30未満 79～94 6 2 22 12 132

30～32.5未満 95～102 7 2 16 14 112

32.5～35未満 103～109 8 4 11 32 88

35～37.5未満 110～117 9 6 18 54 162

37.5～40未満 118～125 10 2 24 20 240

40～41.7未満 126～130 11 0 8 0 88

41.7～43.4未満 131～136 12 0 20 0 240

43.4～45未満 137～141 13 1 8 13 104

45～46.7未満 142～146 14 2 6 28 84

46.7～48.4未満 147～151 15 0 7 0 105

48.4～50未満 152～156 16 0 6 0 96

50～51未満 157～160 17 0 2 0 34

51～52未満 161～163 18 0 2 0 36

52～53未満 164～166 19 0 1 0 19

53～54未満 167～169 20 0 2 0 40

54～55未満 170～172 21 0 2 0 42

55～56未満 173～175 22 0 0 0 0

56～57未満 176～178 23 0 4 0 92

57～58未満 179～182 24 0 4 0 96

58～59未満 183～185 25 0 2 0 50

59～60未満 186～188 26 0 0 0 0

60～64未満 189～200 27 0 6 0 162

64～68未満 201～213 28 0 1 0 28

68～72未満 214～226 29 0 4 0 116

72～76未満 227～238 30 0 0 0 0

76～80未満 239～251 31 0 0 0 0

80～84未満 252～263 32 0 0 0 0

84～88未満 264～276 33 0 0 0 0

88～92未満 277～288 34 0 0 0 0

92～96未満 289～301 35 0 1 0 35

96～100未満 301～313 36 0 0 0 0

合計 25 213 200 2,362

幹直径
（㎝）

幹回り
（㎝）

標準孔数
調査本数 注入本数

薬剤注入想定集計表



1000 1000

2000

1000 1000

2000

Ｈ

Ｈ

法面（30度）の考え方

別紙３

①．対象木が斜面の途中の場合

②．対象木が斜面と平地にかかっている場合

幹の中心から前後1ｍの地点を結び、高低差（Ｈ）が1.155m以上ある場合法面扱いと
し、1.155m未満の場合は平地扱いとする。



別紙４写真撮影（案）

R7-200

コナラ

120

2025-11-10

施工前

施工後

※「表示板」「目印
ベルト」の設置が分
かるように撮影す
る。

施工後

※作業完了後に、施
工前と同じ場所、同
じ角度で撮影する。



1.2m

穿孔状況

ドリルを使って穿孔
しているところを撮
る。なお深く穴を開
けないようにストッ
パー等も併せて撮影
すること。

幹周確認

※リボンロッドの重
なりから数字が読み
取れるように撮影す
る。

幹周確認

コンベックス等で測
定後、リボンロッド
を巻き付けて撮影す
る。



①～④

穿孔か所に癒合材を
塗っているところを
撮る。

注入数確認

孔の番号が分かるよ
うにし、1から続け
て撮ること。

注入状況

注入機を使って注入
しているところを撮
る。

癒合材塗布状況

① ② ③ ④



孔の番号が分かるよ
うにし、1から続け
て撮ること。

注入数確認

孔の番号が分かるよ
うにし、1から続け
て撮ること。

④～⑦

⑦～⑩

⑩～⑫～①

注入数確認

孔の番号が分かるよ
うにし、1から続け
て撮ること。なお、
番号を重ねて撮影す
ること。

注入数確認

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑩ ⑪ ⑫ ①



別紙５

管理番号 樹種 立地 注入年月日 幹周(㎝) 穿孔数 備　　考

R7-1 コナラ 平 2025/11/1 92 6

R7-2 コナラ 法 × 86 0 侵入有、半枯れ

R7-3 クヌギ 法 2025/11/1 110 9

事前調査数量表



別紙６

管理番号 樹種 立地 注入年月日 幹周(㎝) 穿孔数 備　　考

R7-1 コナラ 平 2025/11/1 92 6

R7-2 コナラ 法 × 86 0 侵入有、半枯れ

R7-3 クヌギ 法 2025/11/1 110 9

薬剤注入リスト



別紙７

課長 主幹 担当

名　称 規　　格 単位 出来高 契約単価 出来高金額 内消費税

事前調査 平地 本

事前調査 法面 本

注入作業 平地 孔

注入作業 法面 孔

計

出来高金額

市確認欄

業　務　集　計　表

委託件名：大町公園ナラ枯れ対策薬剤注入業務委託



別紙８ 

完 了 届 

令和  年  月  日 

市 川 市 長 

住 所 

氏 名 印 

下記の通り業務が完了したので、届出をします。 

１．委託事務（事業名）  

２．施行（納入）場所 

３．契約年月日 令和  年 月 日 

４．委 託 金 額  円  

令和  年 月 日 から 

５．委 託 期 間 

令和  年  月   日 まで 

６．完了年月日 令和  年  月   日 
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